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市有施設のＥＳＣＯ事業によるＬＥＤ化業務（第１期） 提案審査要領 

 

 

 市有施設のＥＳＣＯ事業によるＬＥＤ化業務（第１期）に係る提案書の審査は、大津市市有施設

のＥＳＣＯ事業によるＬＥＤ化業務（第１期）プロポーザル審査委員会（以下｢審査委員会｣という。）

において、次のとおり行う。 

 

 

１ 提案書の募集から事業者選定に至る過程 

 ⑴ 募集要項の公表 

 ⑵ 募集要項に関する質問受付        

 ⑶ 質問回答                

 ⑷ 参加表明書及び資格確認書類の受付    

 ⑸ 応募者資格確認結果、提案要請書の通知 

 ⑹ 参考図書交付 

 ⑺ 参考図書に関する質問の受付 

 ⑻ 参考図書に関する質問の回答 

 ⑼ 提案書の受付 

 ⑽ 最優秀及び優秀提案の選定、結果通知・公表 

 

２ ＥＳＣＯ提案の審査及び選定 

 ⑴ 審査及び選定 

審査委員会において、提案の中から最優秀提案を１件、優秀提案を数件選定する。審査結    

果は、応募者に文書で通知し、大津市のホームページで公表する。なお、審査結果に対する異

議を申し立てることはできない。 

 ⑵ 優先交渉権者 

審査の結果、最優秀提案者をＥＳＣＯ契約に向けての優先交渉権者とする。また、優秀提案

者を次選交渉権者とする。 

 

３ 提案書の審査 

  審査委員会は、「技術提案」等について、総合的にＥＳＣＯ提案書の審査を行う。なお、補助金

を想定しない提案を求める。 

⑴  審査の方法 

応募者からの提案書類及びプレゼンテーションを基に、提案の内容及び実行能力等を後述の

ＥＳＣＯ提案審査評価項目に従い審査する。審査結果に従い、総合得点の最も大きい提案を最

優秀提案とし、上位数社の順位を付して優秀提案として選定する。 

 ⑵ 選考 

 応募者からのＥＳＣＯ提案書をもとに、次の事項を重視して、別表「ＥＳＣＯ提案審査評価

項目」により、審査する。 

 ア 環境的評価事項 

(ア) 対象施設における照明設備の省エネルギー率が３１パーセント以上あり、省エネルギー

効果が十分にあること。 

 イ 財政的評価事項 

(ア) ＥＳＣＯサービス料が小さいこと。  

(イ) 年間光熱水費削減額（保証値相当）が大きいこと。  

  ウ 技術的評価事項 

(ア) 提案された省エネルギー率や工事費などの算出根拠に妥当性があること。 

(イ) ＥＳＣＯ事業等実績が豊富であること。また、優れた品質管理を行い、期限までに確実

に工事を完了し、本市にＥＳＣＯサービスの提供ができる信頼性があること。 

(ウ) 本市要求仕様を満たしていることが確認でき、技術提案に具体性、妥当性があること。

また、要求仕様を上回る意欲的な提案があること。 



２ 

(エ) 工事施工が施設の運営・業務に支障をきたさないこと。また、安全性・信頼性・災害時

等を含む緊急時対応策が明確であること。 

(オ) 本市内の事業者（下請け業者又は協力事業者を含む。）を優先して選定することが考慮

されていること。 

 

４  失格の規定 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

⑴  期限までに書類が提出されない場合 

⑵  提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑶  審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑷  審査委員会の委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

⑸  募集要項に違反すると認められた場合 

⑹ 別表の技術的事項小計の各委員の平均点が９０点に満たない場合 

⑺ 指定された省エネ率を満たさない場合            



市有施設のＥＳＣＯ事業によるＬＥＤ化業務（第１期）  

ＥＳＣＯ提案審査評価項目〔点数判定方式〕  

評 価 項 目 採 点 基 準 点数 係数 評価点 備  考 

ア   

環

境 

(ｱ) 
対象施設における照明設備の省エネルギー率が３１パーセント以上あ

り、省エネルギー効果が十分にあること。 

最高値の提案を５点とする。 

（提案数値/提案最高値）×５で採点 
 １０  

環境的 

事項小計 
(５０点 

満点) 

省エネ率３１ 

パーセント未満

は失格 

イ 

財
政 

(ｱ) ＥＳＣＯサービス料が小さいこと。 
最低値の提案を５点とする。 

（提案最低値/提案数値）×５で採点 
 １０  

財政的 

事項小計 
(１００点 

満点) 

 

(ｲ) 年間光熱水費削減額（保証値）が大きいこと。 
最高値の提案を５点とする。 

（提案数値/提案最高値）×５で採点 
 １０   

ウ 

技
術 

(ｱ) 
提案された省エネルギー率や工事費などの算出根拠に妥当性があるこ

と。 

5：非常に良い 4：良い 3：中程度 

2：やや悪い  1：悪い 
 ６  

技術的 

事項小計 
（１５０点

満点） 

小計９０点 

未満の場合は 

失格 

(ｲ) 

ＥＳＣＯ事業等実績が豊富であること。また､優れた品質管理を行い､期

限までに確実に工事を完了し本市にＥＳＣＯサービスの提供ができる信

頼性があること。 

5：非常に良い 4：良い 3：中程度 

2：やや悪い  1：悪い 
 ４  

(ｳ) 
本市要求仕様を満たしていることが確認でき、技術提案に具体性、妥当

性があること。また、要求仕様を上回る意欲的な提案があること。 

5：非常に良い 4：良い 3：中程度 

2：やや悪い  1：悪い 
 ６  

(ｴ) 
工事施工が施設の運営・業務に支障をきたさないこと。また、安全性・

信頼性・災害時等を含む緊急時対応策が明確であること。 

5：非常に良い 4：良い 3：中程度 

2：やや悪い  1：悪い 
 ４  

(ｵ) 
本市内の事業者（下請け業者又は協力事業者を含む。）を優先して選定す

ることが考慮されていること。 

5：非常に良い 4：良い 3：中程度 

2：やや悪い  1：悪い 
 １０  

評価点数合計 （３００点満点）    

 

 

別表 


